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第３章 

１．岩国市の文化的景観 
 

「文化的景観」とは、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された

景観地でわが国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」として、平成16年の文

化財保護法の改正により新たに文化財として定められたものです。 

つまり、文化的景観とは、地域の風土に根ざして営まれてきた人々の生活や生業のあり方を表

しており、私たちが自然や風土と共生する中で育んできた原風景ともいえるもので、その多くは

地域らしさを伝える景観といえます。農山村における里山と農地、漁村における漁港と集落、市

街地における歴史的なまちなみや商店街など、身近にある一見、何気ない風景と感じられる中に

も、地域の地形・風土とともにある生活・生業に根差した景観を見ることができます。 

本市においても、寂地山をはじめとする中国山系の山々、錦川や島田川、由宇川等の河川、瀬

戸内海が織りなす自然を素地に、それぞれの土地の地形・風土及び時代の変化に応じた人々の生

活・生業により育まれてきた、多様かつ魅力ある文化的景観が形成されています。 

これらの文化的景観は、都市の発展や地域の衰退の中で失われてしまうこともあります。 

このため、本市では、景観形成の取組において、市内各地に受け継がれてきた文化的景観を地

域固有の財産として、保全、継承することを基本とします。また、必要に応じて学術調査等を実

施するとともに、個々の文化的景観が持つ固有の価値について、多くの市民・事業者との共有・

共感に努め、未来に向けて繋いでいく取組を進めます。これにより、各地に存在する「岩国らし

さ」を伝える文化的景観の継承による、豊かで魅力ある景観形成を目指します。 

 

 

高照寺山麓に広がる残丘地形と祖生の田園集落 

（玖西地域） 

錦川とともにある山間の集落 

（玖北地域） 

錦川下流域に拓かれた、近世の城下町由来の都市 

（岩国地域） 

棚田景観とともに山代神楽が伝わる山里 

（玖北地域） 
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文化的景観

錦川下流域 

文化的景観の位置 

（１）錦川下流域における岩国の文化的景観 

本市は、北の寂地山を最高峰に南にかけ山々が連なり、東端で瀬戸内海に面しています。この

山々の間を県下最大の河川である錦川が蛇行を繰り返しながら瀬戸内海へと流れこみ、その下流

域に本市の中心部である都市域が形成されています。 

錦川下流域の陸化は遅く、安定して利用できる土地は限られていました。近世に入り、吉川広

家公の入封を契機に、岩国城下町整備と錦川の治水、沿岸部で繰り返された開作により、下流域

に土地が形成されます。近代以降、これらが市街地、臨海工業地等となり、現在の都市活動の基

盤となっています。長年にわたる人々の営みの中で緩やかに姿を変えながら、現在の本市の都市

景観が育まれています。錦川下流域には、近代化とともに本市が発展してきた歴史を伝える都市

の文化的景観が継承されています。 

なかでも岩国城下町は、岩国－五日市断層帯の影響により錦川が最後に大きく蛇行する特徴的

な地形を有する場所に位置し、錦川両岸にわたり、本市の都市の始まりにあたる近世岩国藩の城

下町を引き継ぐ景観が広がっています。この岩国城下町の景観は、錦川下流域における文化的景

観のうち、都市域の象徴的な景観地といえます。 

このため、錦川下流域における文化的景観は、

「岩国らしさ」を伝える重要な景観として、その

保全・継承による、豊かで魅力ある景観形成を目

指します。 
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「錦川下流域における岩国の文化的景観」の範囲と象徴的景観地である岩国城下町 


